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FIT法が
改正されました！

発電設備の認定取得者すべての方が
手続きの対象です。

改正FIT法によって追加される『事業計画認定基準』

〇発電設備を適切に保守点検及び維持管理するために必要な体制
を整備し、実施するものであること。

〇発電設備の廃棄、エネルギー発電事業を廃止する際の発電設備
の取扱いに関する計画が適切であること。

〇接続について電気事業者の同意を得ていること。

〇土地活用に関する法令を遵守すること。

〇発電設備の安全性に関する法令を遵守すること。

〇設備の設置場所に事業内容を記載した標識を掲示すること。

株式会社北海道PVGS

※ご相談はお問い合わせください！

TEL： 011-522-5245
E-mail：info@hokkaidopvgs.jp
HP：http://hokkaidopvgs.jp
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